
規 則

�愛媛県規則第３５号
愛媛県県立自然公園条例施行規則等の一部を改正する規則を次のように定める。

令和元年１２月１３日

愛媛県知事 中 村 時 広

愛媛県県立自然公園条例施行規則等の一部を改正する規則

（愛媛県県立自然公園条例施行規則の一部改正）

第１条 愛媛県県立自然公園条例施行規則（昭和３４年愛媛県規則第２９号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。
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○ 愛媛県自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行細則及び愛媛県確認事務の委託の手続等に関する規則の一部を改正する規則
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この県報に掲載される入札告示、落札者等の告示及び入札公告は、ＷＴＯに基づく政府調達に関する協定の

適用を受けるものである。

改 正 後 改 正 前

（公園事業の執行の協議又は認可の申請）

第４条 省略

２ 省略

３ 条例第１０条第５項に規定する規則で定める書類は、次に掲げる

ものとする。ただし、運輸施設に関する公園事業にあつては第７

号、第８号及び第１０号に掲げる書類を、国並びに他の地方公共団

体及びその他の公共団体が執行する公園施設に関する公園事業に

（公園事業の執行の協議又は認可の申請）

第４条 省略

２ 省略

３ 条例第１０条第５項に規定する規則で定める書類は、次に掲げる

ものとする。ただし、運輸施設に関する公園事業にあつては第７

号、第８号及び第１０号に掲げる書類を、国並びに他の地方公共団

体及びその他の公共団体が執行する公園施設に関する公園事業に
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あつては第１号、第２号、第６号から第８号まで及び第１１号に掲

げる書類を除く。

�～� 省略

�の２ 第２条第３号に掲げる宿舎に関する公園事業であつて、

特定の者の優先的な使用を確保する仕組みを設けるものにあつ

ては、当該仕組み及び当該公園事業の執行による自然公園の保

護又は利用の増進の内容を明らかにした書類

�～� 省略

第１７条の９ 省略

（条例第２４条第３項第２号の規則で定める者）

第１７条の１０ 条例第２４条第３項第２号の規則で定める者は、精神の

機能の障害によりその認定関係事務を適確に行うに当たつて必要

な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とす

る。

第１７条の１１ 省略

第１７条の１２ 省略

第１７条の１３ 省略

第１７条の１４ 省略

第１７条の１５ 省略

（許可の申請書又は届出書の添付図面等の省略等）

第１９条の３ 条例第２１条第４項の規定による許可を受けた行為又は

条例第３２条第１項の規定による届出を了した行為の変更に係る許

可の申請又は届出にあつては、第１６条の２第２項及び第３項又は

第１７条の１５第２項の規定により申請書又は届出書に添えなければ

ならない図面又は書類（以下この条において「添付図面等」とい

う。）のうち、その変更に関する事項を明らかにしたものを添え

れば足りる。

２・３ 省略

（生態系維持回復事業の認定）

第１９条の５ 県及び国等以外の者が条例第３８条第３項の認定を受け

る場合は、次の各号のいずれにも該当することについて、知事の

認定を受けるものとする。

� その者が次のいずれにも該当しないこと。

ア 精神の機能の障害によりその生態系維持回復事業を適正か

つ確実に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適

切に行うことができない者

イ 省略

�・� 省略

（生態系維持回復事業の確認又は認定の申請）

第１９条の６ 省略

２ 省略

３ 条例第３８条第５項に規定する規則で定める書類は、次に掲げる

ものとする。

�・� 省略

� 県及び国等以外の者が条例第３８条第３項の認定を受ける場合

は、前条第１号ア及びイのいずれにも該当しないことを説明し

た書類

様式第１号（第４条関係） 公園事業執行協議書（認可申請書）

あつては第１号、第２号、第６号から第８号まで及び第１１号に掲

げる書類を除く。

�～� 省略

�～� 省略

第１７条の９ 省略

第１７条の１０ 省略

第１７条の１１ 省略

第１７条の１２ 省略

第１７条の１３ 省略

第１７条の１４ 省略

（許可の申請書又は届出書の添付図面等の省略等）

第１９条の３ 条例第２１条第４項の規定による許可を受けた行為又は

条例第３２条第１項の規定による届出を了した行為の変更に係る許

可の申請又は届出にあつては、第１６条の２第２項及び第３項又は

第１７条の１４第２項の規定により申請書又は届出書に添えなければ

ならない図面又は書類（以下この条において「添付図面等」とい

う。）のうち、その変更に関する事項を明らかにしたものを添え

れば足りる。

２・３ 省略

（生態系維持回復事業の認定）

第１９条の５ 県及び国等以外の者が条例第３８条第３項の認定を受け

る場合は、次の各号のいずれにも該当することについて、知事の

認定を受けるものとする。

� その者が次のいずれにも該当しないこと。

ア 成年被後見人又は被保佐人

イ 省略

�・� 省略

（生態系維持回復事業の確認又は認定の申請）

第１９条の６ 省略

２ 省略

３ 条例第３８条第５項に規定する規則で定める書類は、次に掲げる

ものとする。

�・� 省略

様式第１号（第４条関係） 公園事業執行協議書（認可申請書）

省略 省略

注１～５ 省略

６ 次に掲げる書類を添付すること。ただし、運輸施設に関

する公園事業にあつては�、�及び�に掲げる書類、国並

注１～５ 省略

６ 次に掲げる書類を添付すること。ただし、運輸施設に関

する公園事業にあつては�、�及び	に掲げる書類、国並
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びに他の地方公共団体及びその他の公共団体が執行する公

園施設に関する公園事業にあつては�、�、�から�まで

及び�に掲げる書類は、添付を要しない。

�～� 省略

� 愛媛県県立自然公園条例施行規則（昭和３４年愛媛県規

則第２９号）第２条第３号に掲げる宿舎に関する公園事業

であつて、特定の者の優先的な使用を確保する仕組みを

設けるものにあつては、当該仕組み及び当該公園事業の

執行による自然公園の保護又は利用の増進の内容を明ら

かにした書類

� 省略

� 省略

� 省略

	 省略

様式第２号（第６条関係） 公園事業変更協議書（認可申請書）

びに他の地方公共団体及びその他の公共団体が執行する公

園施設に関する公園事業にあつては�、�、�から�まで

及び�に掲げる書類は、添付を要しない。

�～� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

様式第２号（第６条関係） 公園事業変更協議書（認可申請書）

省略 省略

注１～３ 省略

４ 次に掲げる書類を添付すること。

�・� 省略


 変更に係る次に掲げる書類

ア～カ 省略

キ 愛媛県県立自然公園条例施行規則（昭和３４年愛媛県

規則第２９号）第２条第３号に掲げる宿舎に関する公園

事業であつて、特定の者の優先的な使用を確保する仕

組みを設けるものにあつては、当該仕組み及び当該公

園事業の執行による自然公園の保護又は利用の増進の

内容を明らかにした書類

ク 省略

ケ 省略

コ 省略

サ 省略

様式第８号（第１７条の１５関係） 省略

様式第１１号の２（第１９条の６関係） 生態系維持回復事業確認（認

定）申請書

注１～３ 省略

４ 次に掲げる書類を添付すること。

�・� 省略


 変更に係る次に掲げる書類

ア～カ 省略

キ 省略

ク 省略

ケ 省略

コ 省略

様式第８号（第１７条の１４関係） 省略

様式第１１号の２（第１９条の６関係） 生態系維持回復事業確認（認

定）申請書

省略 省略

注１～３ 省略

４ 次に掲げる書類を添付すること。

�・� 省略


 県及び国等以外の者にあつては、愛媛県県立自然公園

条例施行規則（昭和３４年愛媛県規則第２９号）第１９条の５

第１号ア及びイのいずれにも該当しないことを説明した

書類

様式第１１号の４（第１９条の８関係） 生態系維持回復事業変更確認

（認定）申請書

注１～３ 省略

４ 次に掲げる書類を添付すること。

�・� 省略

様式第１１号の４（第１９条の８関係） 生態系維持回復事業変更確認

（認定）申請書

省略 省略

注１～３ 省略

４ 次に掲げる書類を添付すること。

�・� 省略


 県及び国等以外の者にあつては、愛媛県県立自然公園

条例施行規則（昭和３４年愛媛県規則第２９号）第１９条の５

第１号ア及びイのいずれにも該当しないことを説明した

書類

注１～３ 省略

４ 次に掲げる書類を添付すること。

�・� 省略
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（精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則の一部改正）

第２条 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則（昭和４１年愛媛県規則第３２号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

（愛媛県自然環境保全条例施行規則の一部改正）

第３条 愛媛県自然環境保全条例施行規則（昭和４９年愛媛県規則第４６号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

様式第１６号（第１６条、様式第１７号関係） 同意書 様式第１６号（第１６条、様式第１７号関係） 同意書

省略 省略

同意者 省略 同意者 省略

なお、以下のいずれにも該当しないことを申し添

えます。

① 本人に対して訴訟をしている者又は した者

並びにその配偶者及び直系血族

② 省略

③ 精神の機能の障害により精神保健及び精神障

害者福祉に関する法律第３３条第１項の規定によ

る同意又は不同意の意思表示を適切に行うに当

たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に

行うことができない者

④ 省略

なお、以下のいずれにも該当しないことを申し添

えます。

① 本人に対して訴訟をしている者、又はした者

並びにその配偶者又は直系血族

② 省略

③ 成年被後見人又は被保佐人

④ 省略

同意者 省略 同意者 省略

なお、以下のいずれにも該当しないことを申し添

えます。

① 本人に対して訴訟をしている者又は した者

並びにその配偶者及び直系血族

② 省略

③ 精神の機能の障害により精神保健及び精神障

害者福祉に関する法律第３３条第１項の規定によ

る同意又は不同意の意思表示を適切に行うに当

たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に

行うことができない者

④ 省略

なお、以下のいずれにも該当しないことを申し添

えます。

① 本人に対して訴訟をしている者、又はした者

並びにその配偶者又は直系血族

② 省略

③ 成年被後見人又は被保佐人

④ 省略

注 省略 注 省略

改 正 後 改 正 前

（特別地区内における許可等を要しない行為）

第１８条 条例第２１条第１０項第４号の規則で定める行為は、次に掲げ

るものとする。

�～� 省略

� 知事が指定する区域内において当該区域が本来の生息地でな

い動物で、当該区域における自然環境の保全に影響を及ぼすお

それがあるものとして知事が指定するものを放つこと（当該指

定する動物が家畜である場合における当該家畜である動物の放

牧を含む。）であつて次に掲げるもの

ア 省略

イ 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法

律第９条の２第１項の規定による主務大臣の許可に係る特定

外来生物の放出等をすること。

ウ 省略

（特別地区内における許可等を要しない行為）

第１８条 条例第２１条第１０項第４号の規則で定める行為は、次に掲げ

るものとする。

�～� 省略

� 知事が指定する区域内において当該区域が本来の生息地でな

い動物で、当該区域における自然環境の保全に影響を及ぼすお

それがあるものとして知事が指定するものを放つこと（当該指

定する動物が家畜である場合における当該家畜である動物の放

牧を含む。）であつて次に掲げるもの

ア 省略

イ 省略
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エ 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法

律第３章の規定による防除を目的とする生殖を不能にされた

特定外来生物の放出等をすること。

オ 省略

�・� 省略

� 前各号に掲げるもののほか、次に掲げる行為

ア 森林法第２５条第１項若しくは第２項若しくは第２５条の２第

１項若しくは第２項の規定により指定された保安林の区域又

は同法第４１条の規定により指定された保安施設地区内におけ

る同法第３４条第２項各号に該当する場合の同項（同法第４４条

において準用する場合を含む。）に規定する行為及び森林法

施行規則（昭和２６年農林省令第５４号）第６３条第１号 に規

定する事業若しくは工事を実施する行為

イ～カ 省略

キ 都市公園法第２条第１項に規定する都市公園又は都市計画

法第４条第６項に規定する都市計画施設である公園、緑地若

しくは墓園を設置し、又は管理すること（都市公園法施行令

（昭和３１年政令第２９０号）第５条第６項に掲げる施設のう

ち、園内移動用施設である索道、鋼索鉄道、モノレールその

他これらに類するもの（以下「園内移動用施設である索道

等」という。）及び同法第１８条第３項（同法第２１条第２項に

おいて準用する場合を含む。）の規定により国土交通大臣に

協議し、その同意を得た都市計画に基づく都市計画事業の施

行として行う場合以外の場合における 高さが１３メートル

を超え、又は水平投影面積が１，０００平方メートルを超える工

作物（園内移動用施設である索道等を除く。）を新築し、改

築し、又は増築すること（改築又は増築後において、高さが

１３メートルを超え、又は水平投影面積が１，０００平方メートル

を超えるものとなる場合における改築又は増築を含む。）を

除く。）。

ク・ケ 省略

� 省略

（生態系維持回復事業の認定）

第２６条の３ 県及び国等以外の者が条例第２６条の３第３項の認定を

受ける場合は、次の各号のいずれにも該当することについて、知

事の認定を受けるものとする。

� その者が次のいずれにも該当しないこと。

ア 精神の機能の障害によりその生態系維持回復事業を適正か

つ確実に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適

切に行うことができない者

イ 省略

�・� 省略

（生態系維持回復事業の確認又は認定の申請）

第２６条の４ 省略

２ 省略

３ 条例第２６条の３第５項に規定する規則で定める書類は、次に掲

げるものとする。

�・� 省略

� 県及び国等以外の者が条例第２６条の３第３項の認定を受ける

場合は、前条第１号ア及びイのいずれにも該当しないことを説

明した書類

様式第８号の２（第２６条の４関係） 生態系維持回復事業確認（認

定）申請書

ウ 省略

�・� 省略

� 前各号に掲げるもののほか、次に掲げる行為

ア 森林法第２５条第１項若しくは第２項若しくは第２５条の２第

１項若しくは第２項の規定により指定された保安林の区域又

は同法第４１条の規定により指定された保安施設地区内におけ

る同法第３４条第２項各号に該当する場合の同項（同法第４４条

において準用する場合を含む。）に規定する行為及び森林法

施行規則（昭和２６年農林省令第５４号）第２２条の１１第１号に規

定する事業若しくは工事を実施する行為

イ～カ 省略

キ 都市公園法第２条第１項に規定する都市公園又は都市計画

法第４条第６項に規定する都市計画施設である公園、緑地若

しくは墓園を設置し、又は管理すること（

同法第１８条第３項（同法第２１条第２項に

おいて準用する場合を含む。）の規定により国土交通大臣に

協議し、その同意を得た都市計画に基づく都市計画事業の施

行として行う場合以外の場合にあつては、高さが１３メートル

を超え、又は水平投影面積が１，０００平方メートルを超える工

作物 を新築し、改

築し、又は増築すること（改築又は増築後において、高さが

１３メートルを超え、又は水平投影面積が１，０００平方メートル

を超えるものとなる場合における改築又は増築を含む。）を

除く。

ク・ケ 省略

� 省略

（生態系維持回復事業の認定）

第２６条の３ 県及び国等以外の者が条例第２６条の３第３項の認定を

受ける場合は、次の各号のいずれにも該当することについて、知

事の認定を受けるものとする。

� その者が次のいずれにも該当しないこと。

ア 成年被後見人又は被保佐人

イ 省略

�・� 省略

（生態系維持回復事業の確認又は認定の申請）

第２６条の４ 省略

２ 省略

３ 条例第２６条の３第５項に規定する規則で定める書類は、次に掲

げるものとする。

�・� 省略

様式第８号の２（第２６条の４関係） 生態系維持回復事業確認（認

定）申請書
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（廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則の一部改正）

第４条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則（昭和５２年愛媛県規則第４４号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

省略 省略

注１～３ 省略

４ 次に掲げる書類を添付すること。

�・� 省略

� 県及び国等以外の者にあつては、愛媛県自然環境保全

条例施行規則（昭和４９年愛媛県規則第４６号）第２６条の３

第１号ア及びイのいずれにも該当しないことを説明した

書類

様式第８号の４（第２６条の６関係） 生態系維持回復事業変更確認

（認定）申請書

注１～３ 省略

４ 次に掲げる書類を添付すること。

�・� 省略

様式第８号の４（第２６条の６関係） 生態系維持回復事業変更確認

（認定）申請書

省略 省略

注１～３ 省略

４ 次に掲げる書類を添付すること。

�・� 省略

� 県及び国等以外の者にあつては、愛媛県自然環境保全

条例施行規則（昭和４９年愛媛県規則第４６号）第２６条の３

第１号ア及びイのいずれにも該当しないことを説明した

書類

注１～３ 省略

４ 次に掲げる書類を添付すること。

�・� 省略

改 正 後 改 正 前

様式第１号（第２条関係） 一般廃棄物処理施設設置許可申請書 様式第１号（第２条関係） 一般廃棄物処理施設設置許可申請書

省略 省略

法定代理人（申請者が廃棄物の処理及び清掃に関する法律

（昭和４５年法律第１３７号。以下「法」という。）第７条第５項

第４号リに規定する未成年者である場合）

法定代理人（申請者が廃棄物の処理及び清掃に関する法律

（昭和４５年法律第１３７号。以下「法」という。）第７条第５項

第４号チに規定する未成年者である場合）

省略 省略

省略 省略

注１～９ 省略

１０ 次に掲げる書類及び図面を添付すること。

�～� 省略

� 申請者が法第７条第５項第４号イからルまでに該当し

ない者であることを誓約する書面

� 申請者が法第７条第５項第４号リに規定する未成年者

である場合には、その法定代理人の住民票の写し（法定

代理人が法人である場合には、その登記事項証明書及び

役員の住民票の写し）

�～� 省略

１１～１３ 省略

様式第８号（第２条関係） 一般廃棄物処理施設変更許可申請書

注１～９ 省略

１０ 次に掲げる書類及び図面を添付すること。

�～� 省略

� 申請者が法第７条第５項第４号イからヌまでに該当し

ない者であることを誓約する書面

� 申請者が法第７条第５項第４号チに規定する未成年者

である場合には、その法定代理人の住民票の写し（法定

代理人が法人である場合には、その登記事項証明書及び

役員の住民票の写し）

�～� 省略

１１～１３ 省略

様式第８号（第２条関係） 一般廃棄物処理施設変更許可申請書

省略 省略

法定代理人（申請者が廃棄物の処理及び清掃に関する法律

（昭和４５年法律第１３７号。以下「法」という。）第７条第５項

第４号リに規定する未成年者である場合）

法定代理人（申請者が廃棄物の処理及び清掃に関する法律

（昭和４５年法律第１３７号。以下「法」という。）第７条第５項

第４号チに規定する未成年者である場合）

省略 省略

省略 省略

注１～９ 省略 注１～９ 省略
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１０ 次に掲げる書類及び図面を添付すること。

�～� 省略

� 申請者が法第７条第５項第４号イからルまでに該当し

ない者であることを誓約する書面

� 申請者が法第７条第５項第４号リに規定する未成年者

である場合には、その法定代理人の住民票の写し（法定

代理人が法人である場合には、その登記事項証明書及び

役員の住民票の写し）

�～� 省略

１１・１２ 省略

様式第１６号（第２条関係） 一般廃棄物処理施設譲受け（借受け）

許可申請書

１０ 次に掲げる書類及び図面を添付すること。

�～� 省略

� 申請者が法第７条第５項第４号イからヌまでに該当し

ない者であることを誓約する書面

� 申請者が法第７条第５項第４号チに規定する未成年者

である場合には、その法定代理人の住民票の写し（法定

代理人が法人である場合には、その登記事項証明書及び

役員の住民票の写し）

�～� 省略

１１・１２ 省略

様式第１６号（第２条関係） 一般廃棄物処理施設譲受け（借受け）

許可申請書

省略 省略

法定代理人（申請者が廃棄物の処理及び清掃に関する法律

（昭和４５年法律第１３７号。以下「法」という。）第７条第５項

第４号リに規定する未成年者である場合）

法定代理人（申請者が廃棄物の処理及び清掃に関する法律

（昭和４５年法律第１３７号。以下「法」という。）第７条第５項

第４号チに規定する未成年者である場合）

省略 省略

省略 省略

注１～６ 省略

７ 次に掲げる書類を添付すること。

�～� 省略

� 申請者が法第７条第５項第４号イからルまでに該当し

ない者であることを誓約する書面

	 申請者が法第７条第５項第４号リに規定する未成年者

である場合には、その法定代理人の住民票の写し（法定

代理人が法人である場合には、その登記事項証明書及び

役員の住民票の写し）


～� 省略

８・９ 省略

様式第１７号（第２条関係） 合併（分割）認可申請書

注１～６ 省略

７ 次に掲げる書類を添付すること。

�～� 省略

� 申請者が法第７条第５項第４号イからヌまでに該当し

ない者であることを誓約する書面

	 申請者が法第７条第５項第４号チに規定する未成年者

である場合には、その法定代理人の住民票の写し（法定

代理人が法人である場合には、その登記事項証明書及び

役員の住民票の写し）


～� 省略

８・９ 省略

様式第１７号（第２条関係） 合併（分割）認可申請書

省略 省略

注１～６ 省略

７ 次に掲げる書類を添付すること。

� 省略

� 合併の当事者の一方又は吸収分割により当該一般廃棄

物処理施設を承継する法人が廃棄物の処理及び清掃に関

す る 法 律（昭 和４５年 法 律 第１３７号。以 下「法」と い

う。）第８条第１項の許可を受けた者でない法人である

場合にあつては、当該法人に係る次に掲げる書類

ア・イ 省略

ウ 法第７条第５項第４号イからルまでに該当しない者

であることを誓約する書面

エ～キ 省略

� 合併後存続する法人若しくは合併により設立される法

人又は分割により当該一般廃棄物処理施設を承継する法

人に係る次に掲げる書類

ア・イ 省略

ウ 法第７条第５項第４号イからルまでに該当しない者

であることを誓約する書面

エ～カ 省略

８・９ 省略

注１～６ 省略

７ 次に掲げる書類を添付すること。

� 省略

� 合併の当事者の一方又は吸収分割により当該一般廃棄

物処理施設を承継する法人が廃棄物の処理及び清掃に関

す る 法 律（昭 和４５年 法 律 第１３７号。以 下「法」と い

う。）第８条第１項の許可を受けた者でない法人である

場合にあつては、当該法人に係る次に掲げる書類

ア・イ 省略

ウ 法第７条第５項第４号イからヌまでに該当しない者

であることを誓約する書面

エ～キ 省略

� 合併後存続する法人若しくは合併により設立される法

人又は分割により当該一般廃棄物処理施設を承継する法

人に係る次に掲げる書類

ア・イ 省略

ウ 法第７条第５項第４号イからヌまでに該当しない者

であることを誓約する書面

エ～カ 省略

８・９ 省略
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（愛媛県産業廃棄物再生利用業者の指定に関する規則の一部改正）

第５条 愛媛県産業廃棄物再生利用業者の指定に関する規則（平成１２年愛媛県規則第５８号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

様式第１８号（第２条関係） 相続届出書 様式第１８号（第２条関係） 相続届出書

省略 省略

法定代理人（相続人が廃棄物の処理及び清掃に関する法律

（昭和４５年法律第１３７号。以下「法」という。）第７条第５項

第４号リに規定する未成年者である場合）

法定代理人（相続人が廃棄物の処理及び清掃に関する法律

（昭和４５年法律第１３７号。以下「法」という。）第７条第５項

第４号チに規定する未成年者である場合）

省略 省略

省略 省略

注１～４ 省略

５ 次に掲げる書類を添付すること。

�～� 省略

� 法第７条第５項第４号イからルまでに該当しない者で

あることを誓約する書面

� 相続人が法第７条第５項第４号リに規定する未成年者

である場合には、その法定代理人の住民票の写し（法定

代理人が法人である場合には、その登記事項証明書及び

役員の住民票の写し）

� 省略

６ 省略

注１～４ 省略

５ 次に掲げる書類を添付すること。

�～� 省略

� 法第７条第５項第４号イからヌまでに該当しない者で

あることを誓約する書面

� 相続人が法第７条第５項第４号チに規定する未成年者

である場合には、その法定代理人の住民票の写し（法定

代理人が法人である場合には、その登記事項証明書及び

役員の住民票の写し）

� 省略

６ 省略

改 正 後 改 正 前

（再生輸送業者の指定の申請等）

第２条 省略

２ 前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければ

ならない。

�～� 省略

� 申請者が個人である場合には、その住民票の写し（本籍（外

国人にあっては、住民基本台帳法（昭和４２年法律第８１号）第３０

条の４５に規定する国籍等）の記載のあるものに限る。以下同

じ。）及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和４５年法律

第１３７号。以下「法」という。）第１４条第５項第２号イ（法第

７条第５項第４号イに係るものに限る。第１２号から第１５号まで

並びに次条第２項第８号及び第１３号から第１６号までにおいて同

じ。）に該当しないかどうかを審査するために必要と認められ

る書類

�～� 省略

� 申請者が法

第１４条第５項第２号ハに規定

する未成年者である場合には、その法定代理人の住民票の写し

及び同号イに該当しないかどうかを審査するために必要と認め

られる書類

	 申請者が法人である場合には、役員の住民票の写し及び法第

１４条第５項第２号イに該当しないかどうかを審査するために必

要と認められる書類


 申請者が法人である場合において、発行済株式総数の１００分

の５以上の株式を有する株主又は出資の額の１００分の５以上の

額に相当する出資をしている者があるときは、これらの者の住

民票の写し及び法第１４条第５項第２号イに該当しないかどうか

を審査するために必要と認められる書類（これらの者が法人で

（再生輸送業者の指定の申請等）

第２条 省略

２ 前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければ

ならない。

�～� 省略

� 申請者が個人である場合には、その住民票の写し（本籍（外

国人にあっては、住民基本台帳法（昭和４２年法律第８１号）第３０

条の４５に規定する国籍等）の記載のあるものに限る。以下同

じ。）並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記

事項証明書（後見登記等に関する法律（平成１１年法律第１５２

号）第１０条第１項に規定する登記事項証明書をいう。以下「後

見登記事項証明書」という。）

�～� 省略

� 申請者が廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和４５年法律

第１３７号。以下「法」という。）第１４条第５項第２号ハに規定

する未成年者である場合には、その法定代理人の住民票の写し

並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の後見登記事

項証明書

	 申請者が法人である場合には、役員の住民票の写し並びに成

年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の後見登記事項証明書


 申請者が法人である場合において、発行済株式総数の１００分

の５以上の株式を有する株主又は出資の額の１００分の５以上の

額に相当する出資をしている者があるときは、これらの者の住

民票の写し並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の

後見登記事項証明書 （これらの者が法人で
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ある場合には、登記事項証明書）

� 申請者に廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令（昭和４６

年政令第３００号。以下「政令」という。）第６条の１０に規定す

る使用人がある場合には、その者の住民票の写し及び法第１４条

第５項第２号イに該当しないかどうかを審査するために必要と

認められる書類

� 省略

３ 知事は、第１項の申請が次の各号のいずれにも適合していると

認めるときでなければ、省令第９条第２号の指定をしないものと

する。

�～� 省略

４～７ 省略

（再生活用業者の指定の申請等）

第３条 省略

２ 前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければ

ならない。

�～� 省略

� 申請者が個人である場合には、その住民票の写し及び法第１４

条第５項第２号イに該当しないかどうかを審査するために必要

と認められる書類

�～� 省略

� 申請者が法第１４条第５項第２号ハに規定する未成年者である

場合には、その法定代理人の住民票の写し及び同号イに該当し

ないかどうかを審査するために必要と認められる書類

	 申請者が法人である場合には、役員の住民票の写し及び法第

１４条第５項第２号イに該当しないかどうかを審査するために必

要と認められる書類

� 申請者が法人である場合において、発行済株式総数の１００分

の５以上の株式を有する株主又は出資の額の１００分の５以上の

額に相当する出資をしている者があるときは、これらの者の住

民票の写し及び法第１４条第５項第２号イに該当しないかどうか

を審査するために必要と認められる書類（これらの者が法人で

ある場合には、登記事項証明書）

� 申請者に政令第６条の１０に規定する使用人がある場合には、

その者の住民票の写し及び法第１４条第５項第２号イに該当しな

いかどうかを審査するために必要と認められる書類


 省略

３ 知事は、第１項の申請が次の各号のいずれにも適合していると

認めるときでなければ、省令第１０条の３第２号の指定をしないも

のとする。

�～� 省略

４～７ 省略

様式第１号（第２条関係） 再生輸送業者指定申請書

ある場合には、登記事項証明書）

� 申請者に廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令（昭和４６

年政令第３００号。以下「政令」という。）第６条の１０に規定す

る使用人がある場合には、その者の住民票の写し並びに成年被

後見人及び被保佐人に該当しない旨の後見登記事項証明書

� 省略

３ 知事は、第１項の申請が次の各号に 適合していると

認めるときでなければ、省令第９条第２号の指定をしないものと

する。

�～� 省略

４～７ 省略

（再生活用業者の指定の申請等）

第３条 省略

２ 前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければ

ならない。

�～� 省略

� 申請者が個人である場合には、その住民票の写し並びに成年

被後見人及び被保佐人に該当しない旨の後見登記事項証明書

�～� 省略

� 申請者が法第１４条第５項第２号ハに規定する未成年者である

場合には、その法定代理人の住民票の写し並びに成年被後見人

及び被保佐人に該当しない旨の後見登記事項証明書

	 申請者が法人である場合には、役員の住民票の写し並びに成

年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の後見登記事項証明書

� 申請者が法人である場合において、発行済株式総数の１００分

の５以上の株式を有する株主又は出資の額の１００分の５以上の

額に相当する出資をしている者があるときは、これらの者の住

民票の写し並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の

後見登記事項証明書 （これらの者が法人で

ある場合には、登記事項証明書）

� 申請者に政令第６条の１０に規定する使用人がある場合には、

その者の住民票の写し並びに成年被後見人及び被保佐人に該当

しない旨の後見登記事項証明書


 省略

３ 知事は、第１項の申請が次の各号に 適合していると

認めるときでなければ、省令第１０条の３第２号の指定をしないも

のとする。

�～� 省略

４～７ 省略

様式第１号（第２条関係） 再生輸送業者指定申請書

省略 省略

注１～５ 省略

６ 次に掲げる書類及び図面を添付すること（指定の更新を

申請する場合は、次の書類及び図面のうち�及び�から�

まで以外のものは、その内容に変更がない限り、添付を要

しない。）。

�～ 省略

� 申請者が個人である場合には、その住民票の写し（本

籍（外国人にあっては、住民基本台帳法（昭和４２年法律

注１～５ 省略

６ 次に掲げる書類及び図面を添付すること（指定の更新を

申請する場合は、次の書類及び図面のうち�及び�から�

まで以外のものは、その内容に変更がない限り、添付を要

しない。）。

�～ 省略

� 申請者が個人である場合には、その住民票の写し（本

籍（外国人にあっては、住民基本台帳法（昭和４２年法律
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第８１号）第３０条の４５に規定する国籍等）の記載のあるも

のに限る。以下同じ。）及び法第１４条第５項第２号イ

（法第７条第５項第４号イに係るものに限る。以下同

じ。）に該当しないかどうかを審査するために必要と認

められる書類

�～� 省略

� 申請者が法第１４条第５項第２号ハに規定する未成年者

である場合には、その法定代理人の住民票の写し及び同

号イに該当しないかどうかを審査するために必要と認め

られる書類

� 申請者が法人である場合には、役員の住民票の写し及

び法第１４条第５項第２号イに該当しないかどうかを審査

するために必要と認められる書類

� 申請者が法人である場合において、発行済株式総数の

１００分の５以上の株式を有する株主又は出資の額の１００分

の５以上の額に相当する出資をしている者があるとき

は、これらの者の住民票の写し及び法第１４条第５項第２

号イに該当しないかどうかを審査するために必要と認め

られる書類（これらの者が法人である場合には、登記事

項証明書）

� 申請者に令第６条の１０に規定する使用人がある場合に

は、その者の住民票の写し及び法第１４条第５項第２号イ

に該当しないかどうかを審査するために必要と認められ

る書類

� 省略

様式第３号（第３条関係） 再生活用業者指定申請書

第８１号）第３０条の４５に規定する国籍等）の記載のあるも

のに限る。以下同じ。）並びに成年被後見人及び被保佐

人に該当しない旨の登記事項証明書（後見登記等に関す

る法律（平成１１年法律第１５２号）第１０条第１項に規定す

る登記事項証明書をいう。以下「後見登記事項証明書」

という。）

�～� 省略

� 申請者が法第１４条第５項第２号ハに規定する未成年者

である場合には、その法定代理人の住民票の写し並びに

成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の後見登記事

項証明書

� 申請者が法人である場合には、役員の住民票の写し並

びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の後見登

記事項証明書

� 申請者が法人である場合において、発行済株式総数の

１００分の５以上の株式を有する株主又は出資の額の１００分

の５以上の額に相当する出資をしている者があるとき

は、これらの者の住民票の写し並びに成年被後見人及び

被保佐人に該当しない旨の後見登記事項証明書

（これらの者が法人である場合には、登記事

項証明書）

� 申請者に令第６条の１０に規定する使用人がある場合に

は、その者の住民票の写し並びに成年被後見人及び被保

佐人に該当しない旨の後見登記事項証明書

� 省略

様式第３号（第３条関係） 再生活用業者指定申請書

省略 省略

注１～５ 省略

６ 次に掲げる書類及び図面を添付すること（指定の更新を

申請する場合は、次の書類及び図面のうち�及び�から�

まで以外のものは、その内容に変更がない限り、添付を要

しない。）。

	～
 省略

� 申請者が個人である場合には、その住民票の写し（本

籍（外国人にあっては、住民基本台帳法（昭和４２年法律

第８１号）第３０条の４５に規定する国籍等）の記載のあるも

のに限る。以下同じ。）及び法第１４条第５項第２号イ

（法第７条第５項第４号イに係るものに限る。以下同

じ。）に該当しないかどうかを審査するために必要と認

められる書類

�～� 省略

� 申請者が法第１４条第５項第２号ハに規定する未成年者

である場合には、その法定代理人の住民票の写し及び同

号イに該当しないかどうかを審査するために必要と認め

られる書類

� 申請者が法人である場合には、役員の住民票の写し及

び法第１４条第５項第２号イに該当しないかどうかを審査

するために必要と認められる書類

� 申請者が法人である場合において、発行済株式総数の

１００分の５以上の株式を有する株主又は出資の額の１００分

注１～５ 省略

６ 次に掲げる書類及び図面を添付すること（指定の更新を

申請する場合は、次の書類及び図面のうち�及び�から�

まで以外のものは、その内容に変更がない限り、添付を要

しない。）。

	～
 省略

� 申請者が個人である場合には、その住民票の写し（本

籍（外国人にあっては、住民基本台帳法（昭和４２年法律

第８１号）第３０条の４５に規定する国籍等）の記載のあるも

のに限る。以下同じ。）並びに成年被後見人及び被保佐

人に該当しない旨の登記事項証明書（後見登記等に関す

る法律（平成１１年法律第１５２号）第１０条第１項に規定す

る登記事項証明書をいう。以下「後見登記事項証明書」

という。）

�～� 省略

� 申請者が法第１４条第５項第２号ハに規定する未成年者

である場合には、その法定代理人の住民票の写し並びに

成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の後見登記事

項証明書

� 申請者が法人である場合には、役員の住民票の写し並

びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の後見登

記事項証明書

� 申請者が法人である場合において、発行済株式総数の

１００分の５以上の株式を有する株主又は出資の額の１００分
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の５以上の額に相当する出資をしている者があるとき

は、これらの者の住民票の写し及び法第１４条第５項第２

号イに該当しないかどうかを審査するために必要と認め

られる書類（これらの者が法人である場合には、登記事

項証明書）

� 申請者に令第６条の１０に規定する使用人がある場合に

は、その者の住民票の写し及び法第１４条第５項第２号イ

に該当しないかどうかを審査するために必要と認められ

る書類

� 省略

様式第５号（第４条関係） 再生利用業者変更指定申請書

の５以上の額に相当する出資をしている者があるとき

は、これらの者の住民票の写し並びに成年被後見人及び

被保佐人に該当しない旨の後見登記事項証明書

（これらの者が法人である場合には、登記事

項証明書）

� 申請者に令第６条の１０に規定する使用人がある場合に

は、その者の住民票の写し並びに成年被後見人及び被保

佐人に該当しない旨の後見登記事項証明書

� 省略

様式第５号（第４条関係） 再生利用業者変更指定申請書

省略 省略

注１～５ 省略

６ 次に掲げる書類及び図面を添付すること（再生輸送業者

の産業廃棄物の種類の変更に係る申請の場合は�に掲げる

書類及び図面のうちク及びコからソまでに掲げるもの以外

のもの、再生活用業者の産業廃棄物の種類の変更に係る申

請の場合は�に規定する書類及び図面のうち�のク及びコ

からソまでに掲げるもの以外のものは、その内容に変更が

ない限り、添付を要しない。）。

� 再生輸送業者の産業廃棄物の種類の変更に係る申請の

場合には、次の書類及び図面

ア～カ 省略

キ 申請者が個人である場合には、その住民票の写し

（本籍（外国人にあっては、住民基本台帳法（昭和４２

年法律第８１号）第３０条の４５に規定する国籍等）の記載

のあるものに限る。以下同じ。）及び法第１４条第５項

第２号イ（法第７条第５項第４号イに係るものに限

る。以下同じ。）に該当しないかどうかを審査するた

めに必要と認められる書類

ク～サ 省略

シ 申請者が法第１４条第５項第２号ハに規定する未成年

者である場合には、その法定代理人の住民票の写し及

び同号イに該当しないかどうかを審査するために必要

と認められる書類

ス 申請者が法人である場合には、役員の住民票の写し

及び法第１４条第５項第２号イに該当しないかどうかを

審査するために必要と認められる書類

セ 申請者が法人である場合において、発行済株式総数

の１００分の５以上の株式を有する株主又は出資の額の

１００分の５以上の額に相当する出資をしている者があ

るときは、これらの者の住民票の写し及び法第１４条第

５項第２号イに該当しないかどうかを審査するために

必要と認められる書類（これらの者が法人である場合

には、登記事項証明書）

ソ 申請者に令第６条の１０に規定する使用人がある場合

には、その者の住民票の写し及び法第１４条第５項第２

号イに該当しないかどうかを審査するために必要と認

められる書類

タ 省略

� 省略

注１～５ 省略

６ 次に掲げる書類及び図面を添付すること（再生輸送業者

の産業廃棄物の種類の変更に係る申請の場合は�に掲げる

書類及び図面のうちク及びコからソまでに掲げるもの以外

のもの、再生活用業者の産業廃棄物の種類の変更に係る申

請の場合は�に規定する書類及び図面のうち�のク及びコ

からソまでに掲げるもの以外のものは、その内容に変更が

ない限り、添付を要しない。）。

� 再生輸送業者の産業廃棄物の種類の変更に係る申請の

場合には、次の書類及び図面

ア～カ 省略

キ 申請者が個人である場合には、その住民票の写し

（本籍（外国人にあっては、住民基本台帳法（昭和４２

年法律第８１号）第３０条の４５に規定する国籍等）の記載

のあるものに限る。以下同じ。）並びに成年被後見人

及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書（後見

登記等に関する法律（平成１１年法律第１５２号）第１０条

第１項に規定する登記事項証明書をいう。以下「後見

登記事項証明書」という。）

ク～サ 省略

シ 申請者が法第１４条第５項第２号ハに規定する未成年

者である場合には、その法定代理人の住民票の写し並

びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の後見

登記事項証明書

ス 申請者が法人である場合には、役員の住民票の写し

並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の後

見登記事項証明書

セ 申請者が法人である場合において、発行済株式総数

の１００分の５以上の株式を有する株主又は出資の額の

１００分の５以上の額に相当する出資をしている者があ

るときは、これらの者の住民票の写し並びに成年被後

見人及び被保佐人に該当しない旨の後見登記事項証明

書 （これらの者が法人である場合

には、登記事項証明書）

ソ 申請者に令第６条の１０に規定する使用人がある場合

には、その者の住民票の写し並びに成年被後見人及び

被保佐人に該当しない旨の後見登記事項証明書

タ 省略

� 省略
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（鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行細則の一部改正）

第６条 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行細則（平成１５年愛媛県規則第４３号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

（愛媛県医師確保奨学基金条例施行規則の一部改正）

第７条 愛媛県医師確保奨学基金条例施行規則（平成１８年愛媛県規則第３０号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

（愛媛県地域医療医師確保奨学金貸与条例施行規則の一部改正）

第８条 愛媛県地域医療医師確保奨学金貸与条例施行規則（平成２０年愛媛県規則第６０号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

附 則

１ この規則は、令和元年１２月１４日から施行する。

２ この規則施行の際現にある第２条の規定による改正前の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則様式第１６号の規定による同

意書の用紙は、当分の間、これを訂正して使用することができる。

改 正 後 改 正 前

様式第４号の２（第２条関係） 鳥獣捕獲等事業認定（有効期間更

新）申請書

様式第４号の２（第２条関係） 鳥獣捕獲等事業認定（有効期間更

新）申請書

省略 省略

注１～５ 省略

６ 次に掲げる書類を添付すること。ただし、�から�まで

の書類については、認定の有効期間の更新の申請の場合

で、既に提出しているこれらの書類の内容に変更がないと

きは、添付を省略することができる。

�～� 省略

� 役員及び事業管理責任者が省令第１９条の８第３号イか

らヘまでのいずれにも該当しない者であることを誓約す

る書面

�～� 省略

別紙 省略

注１～５ 省略

６ 次に掲げる書類を添付すること。ただし、�から�まで

の書類については、認定の有効期間の更新の申請の場合

で、既に提出しているこれらの書類の内容に変更がないと

きは、添付を省略することができる。

�～� 省略

� 役員及び事業管理責任者が省令第１９条の８第３号イか

らホまでのいずれにも該当しない者であることを誓約す

る書面

�～� 省略

別紙 省略

改 正 後 改 正 前

（退学等の届出）

第１７条 被貸与者は、次の各号のいずれかに該当するときは、届出

書（様式第１０号）にその該当する事実を証する書類を添えて、当

該事実が発生した日から１０日以内に知事に提出しなければならな

い。

�～� 省略

	 医師法第７条第１項の規定による処分を受けたとき。


 省略

（退学等の届出）

第１７条 被貸与者は、次の各号のいずれかに該当するときは、届出

書（様式第１０号）にその該当する事実を証する書類を添えて、当

該事実が発生した日から１０日以内に知事に提出しなければならな

い。

�～� 省略

	 医師法第７条第２項の規定による処分を受けたとき。


 省略

改 正 後 改 正 前

（退学届等）

第１１条 貸費生又は貸費生であった者は、次の各号のいずれかに該

当するときは、届出書（様式第９号）にその該当する事実を証す

る書類を添えて、当該事実が発生した日から１０日以内に知事に提

出しなければならない。

�～	 省略


 医師法（昭和２３年法律第２０１号）第７条第１項の規定による

処分を受けたとき。

� 省略

（退学届等）

第１１条 貸費生又は貸費生であった者は、次の各号のいずれかに該

当するときは、届出書（様式第９号）にその該当する事実を証す

る書類を添えて、当該事実が発生した日から１０日以内に知事に提

出しなければならない。

�～	 省略


 医師法（昭和２３年法律第２０１号）第７条第２項の規定による

処分を受けたとき。

� 省略
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告 示

��������������

��������������

�������
�愛媛県告示第８１８号
令和元年１２月２日に農地中間管理機構公益財団法人えひめ農林漁

業振興機構から認可申請のあった農用地利用配分計画を、農地中間

管理事業の推進に関する法律（平成２５年法律第１０１号）第１８条第１

項の規定に基づき認可した。

令和元年１２月１３日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 農用地利用配分計画の概要

�愛媛県告示第８１５号
自衛隊法施行令（昭和２９年政令第１７９号）第１１７条第１項及び第１１８条の規定に基づき、陸上自衛隊及び航空自衛隊の自衛官候補生の採用

試験の試験期日、試験場の位置及び名称並びに担当区域を次のとおり定める。

令和元年１２月１３日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第８１６号
自衛隊法施行令（昭和２９年政令第１７９号）第１１７条第１項及び第１１８条の規定に基づき、陸上自衛隊及び航空自衛隊の自衛官候補生の採用

試験の試験期日、試験場の位置及び名称並びに担当区域を次のとおり定める。

令和元年１２月１３日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第８１７号
自衛隊法施行令（昭和２９年政令第１７９号）第１１７条第１項及び第１１８条の規定に基づき、陸上自衛隊及び航空自衛隊の自衛官候補生の採用

試験の試験期日、試験場の位置及び名称並びに担当区域を次のとおり定める。

令和元年１２月１３日

愛媛県知事 中 村 時 広

試 験 期 日 試 験 場 の 位 置 試 験 場 の 名 称 担 当 区 域

（男子）

令和２年１月１１日（土）
松山市南梅本町乙１１５番地 陸上自衛隊松山駐屯地 県内全域

（女子）

令和２年１月１１日（土）
松山市南梅本町乙１１５番地 陸上自衛隊松山駐屯地 県内全域

試 験 期 日 試 験 場 の 位 置 試 験 場 の 名 称 担 当 区 域

（男子）

令和２年２月１６日（日）
松山市南梅本町乙１１５番地 陸上自衛隊松山駐屯地 県内全域

（女子）

令和２年２月１６日（日）
松山市南梅本町乙１１５番地 陸上自衛隊松山駐屯地 県内全域

試 験 期 日 試 験 場 の 位 置 試 験 場 の 名 称 担 当 区 域

（男子）

令和２年３月８日（日）
松山市南梅本町乙１１５番地 陸上自衛隊松山駐屯地 県内全域

（女子）

令和２年３月８日（日）
松山市南梅本町乙１１５番地 陸上自衛隊松山駐屯地 県内全域

賃借権の設定等を受ける者 賃借権の設定等を受ける土地

氏名又は名称 住 所 所在及び地番 面積（�）

柳 野 浩 愛媛県宇和島市
愛媛県宇和島市三間
町務田６０７番ほか１
筆

３，４７４

こうの農園株式
会社

愛媛県南宇和郡愛南
町

愛媛県南宇和郡愛南
町御荘菊川２７００番ほ
か１筆

１，８１２

井 上 勲 愛媛県西予市 愛媛県西予市宇和町
岩木５番１ほか８筆 １２，２８７

赤 星 文 人 愛媛県伊予郡松前町
愛媛県伊予郡松前町
大字昌農内字東林寺
２４９番１ほか６筆

８，１３２
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２ 認可年月日

令和元年１２月５日

�������
�愛媛県告示第８１９号
肥料取締法（昭和２５年法律第１２７号）第１２条第２項の規定により、

次のとおり肥料登録の有効期間を更新した。

令和元年１２月１３日

愛媛県知事 中 村 時 広

�������
�愛媛県告示第８２０号
肥料取締法（昭和２５年法律第１２７号）第１４条の規定により、次の

肥料の登録は、失効した。

令和元年１２月１３日

愛媛県知事 中 村 時 広

�������
�愛媛県告示第８２１号
保安林の指定施業要件の変更する旨の通知（令和元年１１月愛媛県

告示第６６６号）に係る通知の相手方又はその所在が不分明であるの

で、森林法（昭和２６年法律第２４９号）第１８９条の規定により、その通

知の内容を�万高原町役場の掲示場に掲示するとともに、次のとお
りその要旨を告示する。

令和元年１２月１３日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 指定施業要件の変更予定に係る保安林の所在場所及び不分明又

は所在が不分明である通知の相手方

農事組合法人
徳丸生産組合 愛媛県伊予郡松前町

愛媛県伊予郡松前町
大字徳丸字燈明田３１
６番ほか３筆

８，７６４

石 本 和 也 愛媛県松山市 愛媛県松山市泊町１３
８７番ほか７１筆 ５３，２７８．４２

豊 田 果 歩 愛媛県西条市 愛媛県西条市三芳１８
２４番１ ７０１

越 智 淳 一 愛媛県西条市 愛媛県西条市新市１６
２番１ １，７６１

戸 田 博 貴 愛媛県西条市
愛媛県西条市丹原町
来見１０８８番１ほか９
筆

１，９６５

登録有
効期限

登録
番号

肥料の
種類

肥料の
名称

保証成
分量
（％）

その他
の規格

生産業者の氏
名又は名称及
び住所

令和５
年１月
１４日

愛媛県
第１２７３
号

魚廃物
加工肥
料

魚廃物
加工肥
料１号

窒素全
量５．０
りん酸
全量
５．０

加里全
量１．０

含有を
許され
る有害
成分の
最大量
及びそ
の他の
制限事
項は、
公定規
格のと
おり

有限会社上田産
業
愛媛県八幡浜市
八代６６４番地４

失効年
月日

登録
番号

肥料の
種類

肥料の
名称

保証成
分量
（％）

生産業者の氏
名又は名称及
び住所

令和元
年１２月
２日

愛媛県
第１２８１
号

魚かす
粉末

魚かす
粉末
７．５号

窒素全
量７．５
りん酸
全量
７．０

有限会社上田産
業
八幡浜市八代６６
４番地４

保安林の所在場所 不分明又は所在が不分明であ
る通知の相手方 備 考

上浮穴郡�万高原町（次
の図に示す部分に限る）

上浮穴郡中津村大字�主７１番
戸
浅 倉 治太郎

抵当権者

上浮穴郡�万高原町（次
の図に示す部分に限る）

上浮穴郡柳谷村大字中津３９７０
番地
阿 部 チイコ

森林所有者

上浮穴郡�万高原町（次
の図に示す部分に限る）

上浮穴郡柳谷村大字中津１７３２
番地
石 割 豊

森林所有者

上浮穴郡�万高原町（次
の図に示す部分に限る）

上浮穴郡柳谷村大字柳井川２０
０７番地
泉 音 一

森林所有者

上浮穴郡�万高原町（次
の図に示す部分に限る）

高知縣高岡郡別府村別枝９２番
地
上 岡 春 吉

抵当権者

上浮穴郡�万高原町（次
の図に示す部分に限る）

上浮穴郡柳谷村大字柳井川４９
番戸
大 上 政五郎

森林所有者

上浮穴郡�万高原町（次
の図に示す部分に限る）

枚方市野村元町３９番４号

大 野 博 士
森林所有者

上浮穴郡�万高原町（次
の図に示す部分に限る）

上浮穴郡柳谷村大字柳井川６３
番戸
越 知 勝之進

森林所有者

上浮穴郡�万高原町（次
の図に示す部分に限る）

上浮穴郡中津村大字�主２８３０
番地
亀 井 要

抵当権者

上浮穴郡�万高原町（次
の図に示す部分に限る）

上浮穴郡中津村大字�主９９番
戸
亀 井 数 次

森林所有者

上浮穴郡�万高原町（次
の図に示す部分に限る）

三重県鈴鹿市道伯町１７３３番地
１
小 森 雅 睦

森林所有者

上浮穴郡�万高原町（次
の図に示す部分に限る）

上浮穴郡�万高原町柳井川１８
３６
鈴 木 高 一

森林所有者

上浮穴郡�万高原町（次
の図に示す部分に限る）

神奈川県藤沢市鵠沼桜が岡一
丁目８－１４
� 岸 泰

森林所有者

上浮穴郡�万高原町（次
の図に示す部分に限る）

大阪府交野市大字星田４７７５番
地
高 橋 松 良

森林所有者

上浮穴郡�万高原町（次
の図に示す部分に限る）

上浮穴郡柳谷村大字柳井川６０
５３番地
田 城 長太郎

抵当権者

上浮穴郡�万高原町（次
の図に示す部分に限る）

上浮穴郡柳谷村大字柳井川２０
０８番地
鶴 井 浅次郎

抵当権者

上浮穴郡�万高原町（次
の図に示す部分に限る）

上浮穴郡柳谷村大字柳井川３７
番戸
鶴 井 菊太郎

森林所有者

上浮穴郡�万高原町（次
の図に示す部分に限る）

上浮穴郡柳谷村大字柳井川１７
７７番地
西 森 始

森林所有者

上浮穴郡�万高原町（次
の図に示す部分に限る）

上浮穴郡中津村大字�主３３番
地
西 森 喜 市

森林所有者

上浮穴郡�万高原町（次
の図に示す部分に限る）

上浮穴郡柳谷村大字柳井川２７
６５番地
藤 坂 利 雄

森林所有者

上浮穴郡�万高原町（次
の図に示す部分に限る）

上浮穴郡柳谷村大字柳井川８７
番戸
正 岡 秀三郎

抵当権者

上浮穴郡�万高原町（次
の図に示す部分に限る）

上浮穴郡中津村大字�主１６８４
番地
枡 田 � 藏

森林所有者

上浮穴郡�万高原町（次
の図に示す部分に限る）

松山市和泉３３１番地

松 岡 重 榮
森林所有者

上浮穴郡�万高原町（次
の図に示す部分に限る）

上浮穴郡中津村大字黒藤川４０
番地１
無限責任�主第二負債整理組
合

抵当権者

上浮穴郡�万高原町（次
の図に示す部分に限る）

上浮穴郡中津村大字黒藤川４０
番地１
無限責任�主第弐負債整理組
合

抵当権者

上浮穴郡�万高原町（次
の図に示す部分に限る）

上浮穴郡柳谷村大字中津４０００
番地
山 内 �

森林所有者

上浮穴郡�万高原町（次
の図に示す部分に限る）

上浮穴郡柳谷村大字柳井川５０
１番地６
山 岡 和 信

森林所有者

上浮穴郡�万高原町（次
の図に示す部分に限る）

上浮穴郡柳谷村大字柳井川１１
２４番地
山 下 重千代

森林所有者
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２ 保安林として指定された目的

土砂の崩壊の防備

３ 変更後の指定施業要件

� 立木の伐採の方法

ア 主伐は、択伐による。

イ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所

在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以

上のものとする。

ウ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

� 立木の伐採の限度

次のとおりとする。

（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係

書類を愛媛県庁及び�万高原町役場に備え置いて縦覧に供する。）

�������
�愛媛県告示第８２２号
保安林の指定施業要件を変更する旨の通知（令和元年１０月愛媛県

告示第６５４号）に係る通知の相手方又はその所在が不分明であるの

で、森林法（昭和２６年法律第２４９号）第１８９条の規定により、その通

知の内容を東温市役所の掲示場に掲示するとともに、次のとおりそ

の要旨を告示する。

令和元年１２月１３日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 指定施業要件の変更予定に係る保安林の所在場所及び不分明又

は所在が不分明である通知の相手方

上浮穴郡�万高原町（次
の図に示す部分に限る）

上浮穴郡柳谷村大字柳井川１２
５０番地１
山 中 精 一

森林所有者

上浮穴郡�万高原町（次
の図に示す部分に限る）

上浮穴郡中津村大字黒藤川４０
番地１
有限責任中津村信用購買組合

抵当権者

保安林の所在場所 不分明又は所在が不分明であ
る通知の相手方 備 考

東温市（次の図に示す部
分に限る。）

温泉郡湯山村大字湯山ノ内藤
野々甲３２９番地
井上 伊勢五郎

抵当権者

東温市（次の図に示す部
分に限る。）

松山市大字湯山ノ内福見川甲
３７２番地
生 峰 公 一

森林所有者

東温市（次の図に示す部
分に限る。）

廣島縣廣島市打越町１０４番地

岩 倉 春 治
地上権者

東温市（次の図に示す部
分に限る。）

大阪市東成区神路町四丁目３
番地
遠 藤 毅

森林所有者

東温市（次の図に示す部
分に限る。）

大阪市西區阿波座貳番町２７番
地
遠 藤 �次郎

森林所有者

東温市（次の図に示す部
分に限る。）

松山市歩行町二丁目１番地１３

大 本 利 和
森林所有者

東温市（次の図に示す部
分に限る。）

温泉郡重信町大字志津川２００
番地２
温泉郡重信町大字�口志津川
西岡三部落土地改良区

森林所有者

東温市（次の図に示す部
分に限る。）

温泉郡北吉井村大字山之内１０
９１番地
加 藤 浅次郎

森林所有者

東温市（次の図に示す部
分に限る。）

温泉郡北吉井村大字山之内５２
番戸
加 藤 茂

森林所有者

東温市（次の図に示す部
分に限る。）

温泉郡川内町大字松瀬川６９１
番地
加 藤 大三郎

森林所有者

東温市（次の図に示す部
分に限る。）

温泉郡北吉井村大字山之内１１
７番地２
加 藤 留 市

森林所有者

東温市（次の図に示す部
分に限る。）

温泉郡北吉井村大字山之内４６
８番地
兼 � 豊 子

森林所有者

東温市（次の図に示す部
分に限る。）

温泉郡重信町大字志津川２００
番地３
北吉井農業協同組合

抵当権者

東温市（次の図に示す部
分に限る。）

温泉郡湯山村大字湯山ノ内青
波２３４番地
河 野 七太郎

抵当権者

東温市（次の図に示す部
分に限る。）

温泉郡重信町大字志津川１７９
番地５
佐 伯 英 人

森林所有者

東温市（次の図に示す部
分に限る。）

温泉郡重信町大字志津川３４８
番地
佐 伯 秀 一

森林所有者

東温市（次の図に示す部
分に限る。）

温泉郡重信町大字志津川３４８
番地
佐 伯 智 子

森林所有者

東温市（次の図に示す部
分に限る。）

温泉郡重信町大字志津川１４４２
番地１
志津川生産森林組合

森林所有者

東温市（次の図に示す部
分に限る。）

温泉郡北吉井村大字山之内５０
番戸
白 戸 定 雄

森林所有者

東温市（次の図に示す部
分に限る。）

温泉郡重信町大字山之内５０番
戸
白 戸 忠治郎

森林所有者

東温市（次の図に示す部
分に限る。）

温泉郡北吉井村大字山之内２６
番地
白 戸 ヨシヨ

森林所有者

東温市（次の図に示す部
分に限る。）

東温市山之内１２４番戸

新 浦 卯 吉
森林所有者

東温市（次の図に示す部
分に限る。）

東京都千代田区紀尾井町３番
２９号
森林開発公団

地上権者

東温市（次の図に示す部
分に限る。）

温泉郡北吉井村大字山之内番
外２番地
曽我部 泰

森林所有者

東温市（次の図に示す部
分に限る。）

松山市平井町６７８番地

� 市 正 義
森林所有者

東温市（次の図に示す部
分に限る。）

松山市大街道二丁目４番地３

� 田 キクヨ
森林所有者

東温市（次の図に示す部
分に限る。）

温泉郡重信町大字志津川１１３５
番地３
高 橋 淳 子

森林所有者

東温市（次の図に示す部
分に限る。） 竹谷組 森林所有者

東温市（次の図に示す部
分に限る。）

松山市大字鷹子５５７番地２

武 智 正 治
森林所有者

東温市（次の図に示す部
分に限る。）

温泉郡北吉井村大字山之内１８
４８番地
龍神社

森林所有者

東温市（次の図に示す部
分に限る。）

東温市見奈良１３９９番地

徳 本 千里子
森林所有者

東温市（次の図に示す部
分に限る。）

松山市東雲町４番地１７ダイア
パレス東雲１１０２号
永 井 正 三

森林所有者

東温市（次の図に示す部
分に限る。）

温泉郡湯山村大字湯山ノ内東
川７番戸
永 井 長五郎

抵当権者

東温市（次の図に示す部
分に限る。）

松山市河中町甲３８３番地

永 野 明
森林所有者

東温市（次の図に示す部
分に限る。）

松山市小坂二丁目１番３号

西 川 つたみ
森林所有者

東温市（次の図に示す部
分に限る。）

三重県桑名市大字東方１１２２番
地４９
平 野 良 一

森林所有者

東温市（次の図に示す部
分に限る。）

温泉郡北吉井村大字山之内１０
７番戸
� 見 宗 忍

森林所有者

東温市（次の図に示す部
分に限る。）

温泉郡北吉井村大字山之内１６
２６番地
福 見 宗 忍

森林所有者

東温市（次の図に示す部
分に限る。）

松山市北持田町１２５番地

本 山 ミユキ
森林所有者

東温市（次の図に示す部
分に限る。）

喜多郡内子町大字大瀬甲３２６０
番地
森 岡 聖

森林所有者

東温市（次の図に示す部
分に限る。）

松山市辨天町５５番地

森 廣 安太郎
森林所有者

愛 媛 県 報令和元年１２月１３日 第６４号
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２ 保安林として指定された目的

土砂の流出の防備

３ 変更後の指定施業要件

� 立木の伐採の方法

ア 主伐に係る伐採種は、定めない。

イ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所

在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以

上のものとする。

ウ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

� 立木の伐採の限度並びに植栽の方法、期間及び樹種

次のとおりとする。

（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係

書類を愛媛県庁及び東温市役所に備え置いて縦覧に供する。）

�������
�愛媛県告示第８２３号
次の保安林を解除予定保安林にする旨の通知を受けたから、森林

東温市（次の図に示す部
分に限る。）

松山市大字新町一丁目１１番戸

安 岡 徳 常
抵当権者

東温市（次の図に示す部
分に限る。）

温泉郡北吉井村大字山之内７
番戸
山 内 範 平

森林所有者

東温市（次の図に示す部
分に限る。）

大阪府堺市南区赤坂台一丁目
３９番３号
山 口 かおる

森林所有者

東温市（次の図に示す部
分に限る。）

大阪府堺市南区赤坂台一丁目
３９番３号
山 口 博

森林所有者

東温市（次の図に示す部
分に限る。）

記載無

和 田 伊 藏
森林所有者

東温市（次の図に示す部
分に限る。）

松山市大字通町３１番地

和 田 卯 吉
抵当権者

東温市（次の図に示す部
分に限る。）

温泉郡北吉井村大字山之内５８
５番地
和 田 馬 吉

森林所有者

東温市（次の図に示す部
分に限る。）

温泉郡北吉井村大字山之内９７
番戸
和 田 栄三郎

森林所有者

東温市（次の図に示す部
分に限る。）

温泉郡重信町大字山之内４０番
戸
和 田 音次郎

森林所有者

東温市（次の図に示す部
分に限る。）

温泉郡北吉井村大字山之内１５
２番地５
和 田 菊五郎

森林所有者

東温市（次の図に示す部
分に限る。）

温泉郡重信町大字山之内５１番
戸
和 田 九市郎

森林所有者

東温市（次の図に示す部
分に限る。）

温泉郡重信町大字山之内５８２
番地
和 田 九郎七

森林所有者

東温市（次の図に示す部
分に限る。）

温泉郡重信町大字山之内４２番
戸
和 田 佐 市

森林所有者

東温市（次の図に示す部
分に限る。）

温泉郡北吉井村大字樋口３９番
戸
和 田 聰五郎

抵当権者

東温市（次の図に示す部
分に限る。）

温泉郡重信町大字山之内２５４
番地
和 田 澄 子

森林所有者

東温市（次の図に示す部
分に限る。）

温泉郡北吉井村大字山之内１５
２番地５
和 田 タカヱ

森林所有者

東温市（次の図に示す部
分に限る。）

温泉郡北吉井村大字山之内１５
２番地５
和 田 タケヨ

森林所有者

東温市（次の図に示す部
分に限る。）

温泉郡重信町大字山之内４６番
戸
和 田 多 藏

森林所有者

東温市（次の図に示す部
分に限る。）

温泉郡重信町大字山之内３８番
戸
和 田 長次郎

森林所有者

東温市（次の図に示す部
分に限る。）

温泉郡重信町大字山之内９７番
戸
和 田 ツ ジ

森林所有者

東温市（次の図に示す部
分に限る。）

松山市�園町１４８番地

和 田 俊 男
森林所有者

東温市（次の図に示す部
分に限る。）

松山市�園町１４８番地

和 田 敏 男
森林所有者

東温市（次の図に示す部
分に限る。）

温泉郡北吉井村大字山之内２
番戸
和 田 フ サ

森林所有者

東温市（次の図に示す部
分に限る。）

記載無

和 田 房太郎
森林所有者

東温市（次の図に示す部
分に限る。）

温泉郡北吉井村大字山之内４６
８番地
和 田 勝

森林所有者

東温市（次の図に示す部
分に限る。）

松山市大字来住２４３番地

和 田 正 憲
森林所有者

東温市（次の図に示す部
分に限る。）

温泉郡重信町大字山之内４６９
番地
和 田 ミ ツ

森林所有者

東温市（次の図に示す部
分に限る。）

温泉郡重信町大字山之内４６９
番地
和 田 ミ ツ

森林所有者

東温市（次の図に示す部
分に限る。）

温泉郡北吉井村大字山之内１５
２番地５
和 田 好 範

森林所有者

東温市（次の図に示す部
分に限る。）

記載無

和 田 林 次
森林所有者

東温市（次の図に示す部
分に限る。）

温泉郡重信町大字山之内１６１９
番地２
渡 部 浅 次

森林所有者

東温市（次の図に示す部
分に限る。）

温泉郡北吉井村大字山之内１６
３５番地
渡 部 カメノ

森林所有者

東温市（次の図に示す部
分に限る。）

神戸市垂水区高丸八丁目１４番
１－２０３号
渡 部 寛 一

森林所有者

東温市（次の図に示す部
分に限る。）

東温市山之内２２５３番地

渡 部 喜代次
森林所有者

東温市（次の図に示す部
分に限る。）

温泉郡重信町大字山之内１８１４
番地
渡 部 儀 利

森林所有者

東温市（次の図に示す部
分に限る。）

温泉郡北吉井村大字山之内１４
４番戸
渡 部 眞 吉

森林所有者

東温市（次の図に示す部
分に限る。）

温泉郡北吉井村大字山之内１３
５番戸
渡 部 新五郎

森林所有者

東温市（次の図に示す部
分に限る。） 渡 部 新 藏 森林所有者

東温市（次の図に示す部
分に限る。）

温泉郡北吉井村大字山之内１１
５番戸
渡 部 玉次郎

森林所有者

東温市（次の図に示す部
分に限る。）

温泉郡北吉井村大字山ノ内

渡 部 團 次
森林所有者

東温市（次の図に示す部
分に限る。）

温泉郡北吉井村大字山之内１６
９０番地
渡 部 恒 一

森林所有者

東温市（次の図に示す部
分に限る。）

温泉郡重信町大字山之内２０４３
番地
渡 部 俊 郎

森林所有者

東温市（次の図に示す部
分に限る。）

温泉郡北吉井村大字山之内１６
９５番地
渡 部 寛 語

森林所有者

東温市（次の図に示す部
分に限る。）

松山市永木町二丁目１番地２４

渡 部 寛 正
森林所有者

東温市（次の図に示す部
分に限る。） 渡 部 八百藏 森林所有者

東温市（次の図に示す部
分に限る。）

温泉郡重信町大字山之内２０２１
番地
渡 部 弥次郎

森林所有者

東温市（次の図に示す部
分に限る。）

温泉郡重信町大字山之内２２４２
番地
渡 部 安 雄

森林所有者

東温市（次の図に示す部
分に限る。）

温泉郡北吉井村大字山之内２２
６２番地
渡 部 米 吉

森林所有者

東温市（次の図に示す部
分に限る。）

温泉郡重信町大字山之内１７９３
番地
渡 部 � 明

森林所有者

愛 媛 県 報令和元年１２月１３日 第６４号
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法（昭和２６年法律第２４９号）第３０条の規定により告示する。

令和元年１２月１３日

愛媛県知事 中 村 時 広

１� 解除予定保安林の所在場所

南宇和郡愛南町（国有林。次の図に示す部分に限る。）

� 保安林として指定された目的
かん

水源の涵養

� 解除の理由

道路用地とするため

２� 解除予定保安林の所在場所

南宇和郡愛南町（国有林。次の図に示す部分に限る。）

� 保安林として指定された目的

公衆の保健

� 解除の理由

道路用地とするため

（「次の図」は省略し、その図面を愛媛県庁及び愛南町役場に備

え置いて縦覧に供する。）

�������
�愛媛県告示第８２４号
次の区域及び区分の特定第２号漁業者の同意は漁業災害補償法

（昭和３９年法律第１５８号）第１０８条第２項に規定する要件に適合する

と認めるので、同条第５項において準用する同法第１０５条の２第４

項の規定に基づき、次のとおり公示する。

令和元年１２月１３日

愛媛県知事 中 村 時 広

�������
�愛媛県告示第８２５号
測量法（昭和２４年法律第１８８号）第３９条において準用する同法第

１４条第２項の規定に基づき、大洲河川国道事務所長から次のとおり

公共測量が終了した旨の通知があった。

令和元年１２月１３日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 作業種類 公共測量（用地測量）

２ 作業期間 令和元年７月２２日から

１１月２７日まで

３ 作業地域 愛媛県西予市宇和町坂戸地内

�愛媛県告示第８２６号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、中予地方局�万高原土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。
令和元年１２月１３日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第８２７号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、中予地方局�万高原土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。
令和元年１２月１３日

愛媛県知事 中 村 時 広

区 域 区 分

宇和島区域（宇和島漁業
協同組合の地区）

総トン数１０トン以上２０トン未満の漁船により、
まき網を使用して営む漁業

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

一 般 国 道 ４４０号 上浮穴郡�万高原町西谷字古味３２２４番
旧 ４０．３～８８．４ ０．０２１

新 ７７．１～９０．２ ０．０２１

〃 〃
上浮穴郡�万高原町西谷字古味３２３７番２から

同字３２３８番２まで

旧 １８．１～２５．１ ０．０９９

新 ２０．２～３７．４ ０．０９９

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 猪伏西谷線
上浮穴郡�万高原町西谷字高野９２０５番４から

同字９２０６番３まで
令和元年１２月１３日

〃 〃
上浮穴郡�万高原町西谷字高野９２０６番４から

同字９２０８番２まで
〃
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訓 令

�愛媛県訓令第１９号
庁中一般

保 健 所

愛媛県保健所処務規程及び愛媛県庁事務決裁規程の一部を改正する訓令を次のように定める。

令和元年１２月１３日

愛媛県知事 中 村 時 広

愛媛県保健所処務規程及び愛媛県庁事務決裁規程の一部を改正する訓令

（愛媛県保健所処務規程の一部改正）

第１条 愛媛県保健所処務規程（昭和２６年愛媛県訓令第５号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

別表（第４条、第８条関係）

所長の権限に属する事務に係る特定決裁事項

別表（第４条、第８条関係）

所長の権限に属する事務に係る特定決裁事項

組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分 組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分

所

長

課

長

所

長

課

長

環

境

保

全

課

１・２

省略

環

境

保

全

課

１・２

省略

３ 廃棄

物の処

理及び

清掃に

関する

法律（

昭和４５

年法律

第１３７

号）の

施行に

関する

事務

１ 一般廃棄物処理施設に関するこ

と。

３ 廃棄

物の処

理及び

清掃に

関する

法律（

昭和４５

年法律

第１３７

号）の

施行に

関する

事務

１ 一般廃棄物処理施設に関するこ

と。

�～� 省略 �～� 省略

� 欠格事由に係る届出の受理

（第９条第６項、第７項）

○ � 欠格事由に係る届出の受理

（第９条第６項 ）

○

�～� 省略 �～� 省略

２ 省略 ２ 省略

３ 産業廃棄物処理施設に関するこ

と。

３ 産業廃棄物処理施設に関するこ

と。

�～� 省略 �～� 省略

� 欠格事由に係る届出の受理

（第９条第６項、第７項、第１５

条の２の６第３項）

○ � 欠格事由に係る届出の受理

（第９条第６項 、第１５

条の２の６第３項）

○

�～� 省略 �～� 省略

４・５ 省略 ４・５ 省略

６ 産業廃棄物収集運搬業及び特別

管理産業廃棄物収集運搬業の許可

に関すること。

６ 産業廃棄物収集運搬業及び特別

管理産業廃棄物収集運搬業の許可

に関すること。

�～� 省略 �～� 省略

� 欠格事由に係る届出の受理

（第７条の２第４項、第５項、

第１４条の２第３項、第１４条の５

第３項）

○ � 欠格事由に係る届出の受理

（第７条の２第４項 、

第１４条の２第３項、第１４条の５

第３項）

○

�～	 省略 �～	 省略

７ 産業廃棄物処分業及び特別管理

産業廃棄物処分業の許可に関する

こと。

７ 産業廃棄物処分業及び特別管理

産業廃棄物処分業の許可に関する

こと。
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（愛媛県庁事務決裁規程の一部改正）

第２条 愛媛県庁事務決裁規程（昭和５１年愛媛県訓令第４号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

�～� 省略 �～� 省略

� 欠格事由に係る届出の受理

（第７条の２第４項、第５項、

第１４条の２第３項、第１４条の５

第３項）

○ � 欠格事由に係る届出の受理

（第７条の２第４項 、

第１４条の２第３項、第１４条の５

第３項）

○

�～� 省略 �～� 省略

８～１７ 省略 ８～１７ 省略

４～１７

省略

４～１７

省略

備考 省略 備考 省略

改 正 後 改 正 前

別表第６（第４条関係）

知事の権限に属する保健福祉部関係事務に係る特定決裁事項

別表第６（第４条関係）

知事の権限に属する保健福祉部関係事務に係る特定決裁事項

組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分
組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分

知

事

専決者
知

事

専決者

部

長

局

長

課

長

主

幹

部

長

局

長

課

長

主

幹

医

療

対

策

課

１～５

省略

医

療

対

策

課

１～５

省略

６ 医師

法の施

行に関

する事

務

１ 意 見 の 聴 取（第７条 第４

項）

○ ６ 医師

法の施

行に関

する事

務

１ 意 見 の 聴 取（第７条 第５

項）

○

２ 意見の聴取を主宰する職員

の指名及び意見の聴取の審理

の 公 開 の 決 定（第７条 第５

項、行 政 手 続 法 第１９条 第１

項、第２０条第６項）

○ ２ 意見の聴取を主宰する職員

の指名及び意見の聴取の審理

の 公 開 の 決 定（第７条 第６

項、行 政 手 続 法 第１９条 第１

項、第２０条第６項）

○

３ 処分の決定についての調書

及び報告書の写し等の厚生労

働大臣への提出（第７条第８

項）

○

３ 弁 明 の 聴 取（第７条 第１０

項）

○ ４ 弁 明 の 聴 取（第７条 第１１

項）

○

５ 処分の決定についての報告

書の厚生労働大臣への提出

（第７条第１５項）

○

７ 歯科

医師法

の施行

に関す

る事務

１ 意 見 の 聴 取（第７条 第４

項）

○ ７ 歯科

医師法

の施行

に関す

る事務

１ 意 見 の 聴 取（第７条 第５

項）

○

２ 意見の聴取を主宰する職員

の指名及び意見の聴取の審理

の 公 開 の 決 定（第７条 第５

項、行 政 手 続 法 第１９条 第１

項、第２０条第６項）

○ ２ 意見の聴取を主宰する職員

の指名及び意見の聴取の審理

の 公 開 の 決 定（第７条 第６

項、行 政 手 続 法 第１９条 第１

項、第２０条第６項）

○

３ 処分の決定についての調書

及び報告書の写し等の厚生労

○
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働大臣への提出（第７条第８

項）

３ 弁 明 の 聴 取（第７条 第１０

項）

○ ４ 弁 明 の 聴 取（第７条 第１１

項）

○

５ 処分の決定についての報告

書の厚生労働大臣への提出

（第７条第１５項）

○

８～２３

省略

８～２３

省略

組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分
組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分

知

事

専決者
知

事

専決者

部

長

局

長

課

長

主

幹

部

長

局

長

課

長

主

幹

薬

務

衛

生

課

１ 医薬

品、医

療機器

等の品

質、有

効性及

び安全

性の確

保等に

関する

法律の

施行に

関する

事務

薬

務

衛

生

課

１ 医薬

品、医

療機器

等の品

質、有

効性及

び安全

性の確

保等に

関する

法律の

施行に

関する

事務

１ 薬局に関する報告事項の公

表（第８条の２第５項）

○

１ 配置販売業に関すること。 ２ 配置販売業に関すること。

�・� 省略 �・� 省略

� 配置従事の届出の受理

（第３２条）

○

� 配置従事者の身分証明書

の交付、書換え交付及び再

交付（第３３条第１項）

○

� 廃止、休止若しくは再開

又は変更の届出の受理（第

１０条第１項、第３８条第２

項、省令第１６条第４項、第

１５９条の２１第２項）

○

� 省略 � 省略

� 省略 � 省略

� 省略 � 省略

� 省略 	 省略

� 省略 
 省略

� 省略 � 省略

� 許可証の書換え交付（政

令第４５条第１項）

○

 許可証の再交付（政令第

４６条第１項）

○

� 許可証の返納の受理（政

令第４６条第３項、第４７条）

○

	 省略 � 省略

２ 卸売販売業に関すること。 ３ 卸売販売業に関すること。

�～� 省略 �～� 省略

� 廃止、休止若しくは再開

又は変更の届出の受理（第

１０条第１項、第３８条第２

項、省令第１６条第４項、第

１５９条の２２第２項）

○
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� 省略 � 省略

� 省略 � 省略

� 省略 � 省略

� 省略 � 省略

� 省略 � 省略

� 許可証の書換え交付（政

令第４５条第１項）

○

� 許可証の再交付（政令第

４６条第１項）

○

	 許可証の返納の受理（政

令第４６条第３項、第４７条）

○

� 省略 
 省略

� 申請等がなされた旨の通

知（政令第４９条第２項）

○

� 省略 � 省略

３ 既存配置販売業者に関する

こと。

４ 既存配置販売業者に関する

こと。

～� 省略 ～� 省略

� 配置従事の届出の受理

（第３２条）

○

� 配置従事者の身分証明書

の交付、書換え交付及び再

交付（第３３条第１項）

○

� 廃止、休止若しくは再開

又は変更の届出の受理（改

正法による改正前の薬事法

第１０条、第３８条、薬事法施

行規則等の一部を改正する

省令（平成２１年厚生労働省

令第１０号）附則第１２条第１

項の規定によりなおその効

力を有するものとされる同

省令第１条の規定による改

正前の省令（以下この項に

お い て「旧 省 令」と い

う。）第１６条第４項、第

１５３条）

○

� 省略 � 省略

� 省略 � 省略

� 省略 � 省略

� 省略 � 省略

� 省略 � 省略

	 許可証の書換え交付（旧

政令第４５条第１項）

○


 許可証の再交付（旧政令

第４６条第１項）

○

� 許可証の返納の受理（旧

政令第４６条第３項、第４７

条）

○
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� 省略 � 省略

� 配置販売品目の変更又は

追加の指定（薬事法施行規

則等の一部を改正する省令

（平成２１年厚生労働省令第

１０号）附則第１２条第１項の

規定によりなおその効力を

有するものとされる同省令

第１条の規定による改正前

の省令第１５９条）

○ � 配置販売品目の変更又は

追加の指定（旧省令

第１５９条）

○

４ 登録販売者に関すること。 ５ 登録販売者に関すること。

�～� 省略 �～� 省略

� 登録事項の変更の届出の

受理（省令第１５９条の９第

１項）

○

� 登録の消除（省令第１５９

条の１０第１項、第２項、第

５項、第１５９条の１３第１

項）

○ � 登録の消除（省令第１５９

条の１０第１項、第２項、第

４項、第１５９条の１３第１

項）

○

	 販売従事登録証の書換え

交付（省令第１５９条の１１第

１項）

○


 販売従事登録証の再交付

（省令第１５９条の１２第１

項）

○

� 販売従事登録証の返納の

受理（省令第１５９条の１２第

４項、第１５９条の１３第２

項）

○

５ 再生医療等製品の販売業に

関すること。

６ 再生医療等製品の販売業に

関すること。

�～� 省略 �～� 省略

� 廃止、休止若しくは再開

又は変更の届出の受理（第

１０条第１項、第４０条の７第

１項、省令第１６条第４項、

第１９６条の１２第２項）

○

� 省略 � 省略

� 省略 	 省略

	 省略 
 省略


 省略 � 省略

� 省略 � 省略

� 許可証の書換え交付（政

令第４５条第１項）

○

� 許可証の再交付（政令第

４６条第１項）

○

 許可証の返納の受理（政

令第４６条第３項、第４７条）

○

� 省略 � 省略
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� 申請等がなされた旨の通

知（政令第４９条第２項）

○

� 省略 � 省略

６ 医薬品（体外診断用医薬品

及び薬局製造販売医薬品を除

く。）、医薬部外品及び化粧

品の製造販売業又は製造業に

関すること。

７ 医薬品（体外診断用医薬品

及び薬局製造販売医薬品を除

く。）、医薬部外品及び化粧

品の製造販売業又は製造業に

関すること。

�～� 省略 �～� 省略

� 製造販売の承認事項の軽

微な変更の届出の受理（第

１４条第１０項、第８１条、政令

第８０条第２項）

○

� 製造販売の承認の承継の

届出の受理（第１４条の８第

３項、第８１条、政令第８０条

第２項）

○

� 製造販売の届出及び変更

届出の受理（第１４条の９、

第８１条、政令第８０条第２

項）

○

� 省略 � 省略

	 製造販売業の廃止、休止

及び再開並びに変更の届出

の受理（第１９条第１項、第

８１条、政令第８０条第２項、

省令第１６条第４項、第９９条

第４項）

○

� 製造業の製造所の廃止、

休止及び再開並びに変更の

届 出 の 受 理（第１９条 第２

項、第８１条、政令第８０条第

２項）

○

� 省略 � 省略

� 省略 
 省略

� 省略 � 省略

	 省略 � 省略

� 省略  省略

� 省略 � 省略


 省略 � 省略

� 省略 � 省略

� 省略 � 省略

 省略 � 省略

� 省略 � 省略

� 製造業者についての処分

が行われる必要がある旨の

認定（第７５条第２項）

○ � 製造業者についての処分

に係る通知

（第７５条第２項）

○

� 省略 � 省略
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� 回収の報告の受理（第６８

条の１１、第８１条、政令第８０

条第２項）

○

� 省略 � 省略

� 製造販売業の許可証の書

換え交付（第８１条、政令第

５条第１項、第８０条第２

項）

○

� 製造販売業の許可証の再

交付（第８１条、政令第６条

第１項、第８０条第２項）

○

� 製造販売業の許可証の返

納の受理（第８１条、政令第

６条 第４項、第７条 第１

項、第８０条第２項）

○

� 省略 � 省略

	 製造業の許可証の書換え

交付（第８１条、政令第１２条

第１項、第８０条第２項）

○


 製造業の許可証の再交付

（第８１条、政令第１３条第１

項、第８０条第２項）

○

� 製造業の許可証の返納の

受理（第８１条、政令第１３条

第４項、第１４条第１項、第

８０条第２項）

○

� 省略  省略

� 省略 � 省略

� 省略 � 省略

� 省略 � 省略

７ 医療機器及び体外診断用医

薬品の製造販売業又は製造業

に関すること。

８ 医療機器及び体外診断用医

薬品の製造販売業又は製造業

に関すること。

�～� 省略 �～� 省略

� 製造販売業の廃止、休止

及び再開並びに変更の届出

の受理（第２３条の２の１６第

１項、第８１条、政令第８０条

第３項、省令第１６条第４

項、第１１４条の６９第４項）

○

� 製造業の製造所の廃止、

休止及び再開並びに変更の

届出の受理（第２３条の２の

１６第２項、第８１条、政令第

８０条第３項）

○

� 省略 � 省略

� 省略 � 省略

� 省略 � 省略

� 省略 � 省略

愛 媛 県 報令和元年１２月１３日 第６４号

８０８



� 省略 � 省略

� 省略 � 省略

� 省略 � 省略

� 省略 � 省略

� 省略 � 省略

� 省略 � 省略

	 回収の報告の受理（第６８

条の１１、第８１条、政令第８０

条第３項）

○


 製造販売業の許可証の書

換え交付（第８１条、政令第

３７条の２第１項、第８０条第

３項）

○

� 製造販売業の許可証の再

交付（第８１条、政令第３７条

の３第１項、第８０条第３

項）

○

� 製造販売業の許可証の返

納の受理（第８１条、政令第

３７条の３第４項、第３７条の

４第１項、第８０条第３項）

○

� 省略  省略

� 製造業の登録証の書換え

交付（第８１条、政令第３７条

の９第１項、第８０条第３

項）

○

� 製造業の登録証の再交付

（第８１条、政令第３７条の１０

第１項、第８０条第３項）

○

� 製造業の登録証の返納の

受理（第８１条、政令第３７条

の１０第４項、第３７条の１１第

１項、第８０条第３項）

○

� 省略 � 省略

	 省略 � 省略

８ 再生医療等製品の製造販売

業に関すること。

９ 再生医療等製品の製造販売

業に関すること。

�・� 省略 �・� 省略

� 廃止、休止及び再開並び

に変更の届出の受理（第２３

条の３６第１項、第８１条、政

令第８０条第４項、省令第１６

条 第４項、第１３７条 の６５第

４項）

○

� 省略 � 省略

� 省略 � 省略

� 省略 � 省略

� 省略 � 省略
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� 省略 � 省略

� 省略 � 省略

� 省略 � 省略

� 回収の報告の受理（第６８

条の１１、第８１条、政令第８０

条第４項）

○

� 許可証の書換え交付（第

８１条、政令第４３条の４第１

項、第８０条第４項）

○

� 許 可 証 の 再 交 付（第８１

条、政令第４３条の５第１

項、第８０条第４項）

○

� 許可証の返納の受理（第

８１条、政令第４３条の５第４

項、第４３条の６第１項、第

８０条第４項）

○

� 省略 	 省略

� 省略 
 省略

９ 再生医療等製品の製造業者

についての処分が行われる必

要がある旨の認定（第７５条第

２項）

○ １０ 再生医療等製品の製造業者

についての処分に係る通知

（第７５条第

２項）

○

１０ 医療機器の修理業に関する

こと。

１１ 医療機器の修理業に関する

こと。

�～� 省略 �～� 省略

 廃止、休止及び再開並び

に変更の届出の受理（第２３

条の２の１６第２項、第４０条

の３、第８１条、政令第８０条

第３項）

○

 省略 � 省略

� 省略 � 省略

� 省略 � 省略

� 省略 � 省略

� 省略 � 省略

� 処分が行われる必要があ

る旨の認定（第７５条第２

項）

○ � 処分に係る通知

（第７５条第２

項）

○

� 省略 � 省略

� 許可証の書換え交付（第

８１条、政令第３７条の９第１

項、第５５条、第８０条第３

項）

○

� 許 可 証 の 再 交 付（第８１

条、政令第３７条の１０第１

項、第５５条、第８０条第３

項）

○
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人事委員会規則

附 則

この訓令は、令和元年１２月１４日から施行する。

�愛媛県人事委員会規則６―２０６
職員の採用及び昇任に関する規則等の一部を改正する規則を次のように定める。

令和元年１２月１３日

愛媛県人事委員会委員長 安 藤 潔

職員の採用及び昇任に関する規則等の一部を改正する規則

（職員の採用及び昇任に関する規則の一部改正）

第１条 職員の採用及び昇任に関する規則（愛媛県人事委員会規則６―５）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

（期末手当及び勤勉手当の支給等に関する規則の一部改正）

第２条 期末手当及び勤勉手当の支給等に関する規則（愛媛県人事委員会規則７―２０４）の一部を次のように改正する。

� 許可証の返納の受理（第

８１条、政令第３７条の１０第４

項、第３７条の１１第１項、第

５５条、第８０条第３項）

○

� 省略 � 省略

１１ 省略 １２ 省略

１２ 指定薬物等に関すること。 １３ 指定薬物等に関すること。

� 省略 � 省略

� 検査結果の通知及び報告

（第７６条の６第４項、第５

項）

○

� 省略 � 省略

� 省略 � 省略

� 省略 � 省略

２ 薬剤

師法の

施行に

関する

事務

１ 薬剤師の処分に関する具申

（第８条第２項）

○ ２ 薬剤

師法の

施行に

関する

事務

１ 薬剤師の処分に関する具申

（第８条第３項）

○

３～２６

省略

３～２６

省略

改 正 後 改 正 前

別表第１２（第２２条関係） 別表第１２（第２２条関係）

省略 省略

禁錮以上の刑に処せられたことがあるか。
有

無

後見開始又は保佐開始の審判（準禁治産の宣告

を含む。）を受けたことがあるか。

有

無

こ

禁錮以上の刑に処せられたことがあるか。
有

無

省略 省略

省略 省略
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次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（期末手当の支給を受ける職員）

第３条 職員給与条例第１９条第１項後段又は教育職員給与条例第１９

条第１項後段の規則で定める職員は、次 に掲げる職員と

し、これらの職員には、期末手当を支給しない。

� その退職し 、又は死亡した日において前条

各号のいずれかに該当する職員であつた者

� その退職 の後基準日までの間において次に掲げる者

（非常勤である者にあつては、法第２８条の５第１項に規定する

短時間勤務の職を占める職員（以下「短時間勤務職員」とい

う。）に限る。）となつたもの

ア～オ 省略

� その退職に引き続き次に掲げる者（非常勤である者にあつて

は、短時間勤務職員その他人事委員会の定める者に限る。）と

なつたもの

ア 省略

イ 省略

ウ 省略

エ 省略

オ 省略

カ 地方独立行政法人の役員及び職員（前号オに掲げる者を除

く。）のうち人事委員会の定める者

（期末手当に係る在職期間）

第７条 前条第１項の在職期間には、次に掲げる期間を算入する。

� 省略

� 基準日以前６箇月以内の期間において、次に掲げる者が引き

続き職員給与条例又は教育職員給与条例の適用を受ける職員と

なつた場合は、その期間内においてそれらの者として在職した

期間

ア 省略

イ 省略

ウ 省略

エ 省略

オ 省略

カ 地方独立行政法人の役員及び職員（前号エに掲げる者を除

く。）のうち人事委員会の定める者

２ 省略

（一時差止処分に係る在職期間）

第７条の２ 省略

２ 前条第１項第１号アからエまでに掲げる者及び同項第２号アか

らカまでに掲げる者が引き続き職員給与条例又は教育職員給与条

例の適用を受ける職員となつた場合は、それらの者として在職し

た期間は、前項の在職期間とみなす。

（勤勉手当の支給を受ける職員）

第９条 職員給与条例第１９条の４第１項後段又は教育職員給与条例

第１９条の４第１項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員と

（期末手当の支給を受ける職員）

第３条 職員給与条例第１９条第１項後段又は教育職員給与条例第１９

条第１項後段の規則で定める職員は、次の各号に掲げる職員と

し、これらの職員には、期末手当を支給しない。

� その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前条

各号のいずれかに該当する職員であつた者

� その退職又は失職の後基準日までの間において次に掲げる者

（非常勤である者にあつては、法第２８条の５第１項に規定する

短時間勤務の職を占める職員（以下「短時間勤務職員」とい

う。）に限る。）となつたもの

ア～オ 省略

� その退職に引き続き次に掲げる者（非常勤である者にあつて

は、短時間勤務職員その他人事委員会の定める者に限る。）と

なつたもの

ア 省略

イ 国有林野事業を行う国の経営する企業に勤務する職員の給

与等に関する特例法（昭和２９年法律第１４１号）の適用を受け

る職員

ウ 省略

エ 省略

オ 省略

カ 省略

キ 地方独立行政法人の役員及び職員（前号カに掲げる者を除

く。）のうち人事委員会の定める者

（期末手当に係る在職期間）

第７条 前条第１項の在職期間には、次に掲げる期間を算入する。

� 省略

� 基準日以前６箇月以内の期間において、次に掲げる者が引き

続き職員給与条例又は教育職員給与条例の適用を受ける職員と

なつた場合は、その期間内においてそれらの者として在職した

期間

ア 省略

イ 国有林野事業を行う国の経営する企業に勤務する職員の給

与等に関する特例法の適用を受ける職員

ウ 省略

エ 省略

オ 省略

カ 省略

キ 地方独立行政法人の役員及び職員（前号オに掲げる者を除

く。）のうち人事委員会の定める者

２ 省略

（一時差止処分に係る在職期間）

第７条の２ 省略

２ 前条第１項第１号アからエまでに掲げる者及び同項第２号アか

らキまでに掲げる者が引き続き職員給与条例又は教育職員給与条

例の適用を受ける職員となつた場合は、それらの者として在職し

た期間は、前項の在職期間とみなす。

（勤勉手当の支給を受ける職員）

第９条 職員給与条例第１９条の４第１項後段又は教育職員給与条例

第１９条の４第１項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員と
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（愛媛県職員の退職手当の支給等に関する規則の一部改正）

第３条 愛媛県職員の退職手当の支給等に関する規則（愛媛県人事委員会規則７―４７９）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

し、これらの職員には勤勉手当を支給しない。

� その退職し 、又は死亡した日において前条

各号のいずれかに該当する職員であつた者

� 省略

２ 省略

し、これらの職員には勤勉手当を支給しない。

� その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前条

各号のいずれかに該当する職員であつた者

� 省略

２ 省略

改 正 後 改 正 前

（条例第１０条第１項に規定する特定受給資格者に相当するものと

して人事委員会規則で定めるもの等）

第４条 条例第１０条第１項に規定する特定受給資格者に相当するも

のとして人事委員会規則で定めるものは、次のとおりとする。

�・� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

２・３ 省略

（基本手当に相当する退職手当の支給手続）

第１２条 省略

２～７ 省略

８ 前項の規定による申請は、条例第１０条第１項に規定する理由に

該当するに至つた日の翌日から、基本手当に相当する退職手当の

支給を受ける資格に係る退職の日の翌日から起算して４年を経過

する日までの間（同項の規定により加算された期間が４年に満た

ない場合は、当該期間の最後の日までの間）にしなければならな

い。ただし、天災その他申請をしなかつたことについてやむを得

ない理由があるときは、この限りでない。

９ 前項ただし書の場合における第７項の規定による申請は、当該

理由がやんだ日の翌日から起算して７日以内にしなければならな

い。

１０ 任命権者は、第７項に規定する受給期間延長申請書の提出をし

た者が条例第１０条第１項に規定する理由に該当すると認めたとき

は、その者に受給期間延長通知書（様式第１２号）を交付するとと

もに、受給資格証に必要な事項を記入した上 、返付しなければ

ならない。

１１ 前項の規定により受給期間延長通知書の交付を受けた者は、次

の各号のいずれかに該当する場合には、速やかに、退職当時の所

属長を経て、その旨を任命権者に届け出るとともに、当該各号に

掲げる書類を提出しなければならない。この場合において、任命

権者は、提出を受けた書類に必要な事項を記載し、返付しなけれ

ばならない。

� 受給期間延長申請書の記載内容に重大な変更があつた場合

受給期間延長通知書

� 条例第１０条第１項に規定する理由がやんだ場合 受給期間延

長通知書及び受給資格証

１２ 第７項ただし書の規定は、前項の場合について準用する。

様式第１７号（第１６条関係） 移転費に相当する退職手当支給申請書

（条例第１０条第１項に規定する特定受給資格者に相当するものと

して人事委員会規則で定めるもの等）

第４条 条例第１０条第１項に規定する特定受給資格者に相当するも

のとして人事委員会規則で定めるものは、次のとおりとする。

�・� 省略

� 地方公務員法第２８条第４項の規定による失職（同法第１６条第

１号に該当する場合に限る。）をした者

� 省略

� 省略

� 省略

２・３ 省略

（基本手当に相当する退職手当の支給手続）

第１２条 省略

２～７ 省略

８ 任命権者は、前項 に規定する受給期間延長申請書の提出をし

た者が条例第１０条第１項に規定する理由に該当すると認めたとき

は、その者に受給期間延長通知書（様式第１２号）を交付するとと

もに、受給資格証に必要な事項を記入したうえ、返付しなければ

ならない。

様式第１７号（第１６条関係） 移転費に相当する退職手当支給申請書
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公安委員会規則

附 則

（施行期日）

１ この規則は、令和元年１２月１４日から施行する。

（経過措置）

２ この規則の施行の日前に退職した者が第３条の規定による改正前の愛媛県職員の退職手当の支給等に関する規則（以下「旧規則」とい

う。）第４条第１項第３号に掲げる者に該当する場合には、第３条の規定による改正後の愛媛県職員の退職手当の支給等に関する規則

（以下「新規則」という。）第４条第１項に規定する愛媛県職員退職手当条例（昭和２９年愛媛県条例第３号）第１０条第１項に規定する特

定受給資格者に相当するものとして人事委員会規則で定めるものとみなす。

３ この規則施行の際現に提出されている旧規則様式第１７号の規定による申請書は、新規則様式第１７号の規定による申請書とみなす。

�愛媛県公安委員会規則第４号
愛媛県自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行細則及び愛媛県確認事務の委託の手続等に関する規則の一部を改正する規則を

次のように定める。

令和元年１２月１３日

愛媛県公安委員会委員長 曽我部 謙 一

愛媛県自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行細則及び愛媛県確認事務の委託の手続等に関する規則の一部を改正する規

則

（愛媛県自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行細則の一部改正）

第１条 愛媛県自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行細則（平成１４年愛媛県公安委員会規則第９号）の一部を次のように改正

する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

省略 省略

受講する公共職業訓練

等の施設

所 在 地

受講する公共職業訓練

等の施設

所 在 地名 称

特定地方公共団体又は

職業紹介事業者の紹介

による就職の場合、そ

の所在地及び名称

所 在 地

名 称
名 称

省略 省略

注 省略 注 省略

改 正 後 改 正 前

（申請書に添付する書類）

第２条 施行規則第５条第１項第１号の法第３条第５号に該当しな

い者であることを誓約する書面の様式は、誓約書（様式第１号）

のとおりとする。

２ 施行規則第５条第２項第１号ロ及び第２号ロの自動車の運転の

管理に関する経歴を記載した書面の様式は、運転管理経歴書（様

式第２号）のとおりとする。

第３条 次の表の左欄に掲げる処分の通知は、同表の右欄に掲げる

書類を交付して行うものとする。

（申請書に添付する書類）

第２条 施行規則第４条第１号ロ及び第２号ロの自動車の運転の管

理に関する経歴を記載した書面の様式は、運転管理経歴書（様式

第１号）のとおりとする。

第３条 次の表の左欄に掲げる処分の通知は、同表の右欄に掲げる

書類を交付して行うものとする。

項 左 欄 右 欄 項 左 欄 右 欄

１ 法第５条第３項の規定による認定の拒

否

認定に関する通知

書（様式第３号）

１ 法第５条第３項の規定による認定の拒

否

認定に関する通知

書（様式第２号）

２ 法第７条第１項の規定による認定の取

消し（以下「認定の取消し」という。）

認定取消処分通知

書（様式第４号）

２ 法第７条第１項の規定による認定の取

消し（以下「認定の取消し」という。）

認定取消処分通知

書（様式第３号）

３ 法第２２条第１項又は第２５条第２項第１

号の規定による自動車運転代行業の業

指示書（様式第５

号）

３ 法第２２条第１項又は第２５条第２項第１

号の規定による自動車運転代行業の業

指示書（様式第４

号）
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第２条 愛媛県自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行細則の一部を次のように改正する。

様式第２号の前に次の１様式を加える。

務に関し必要な措置をとるべき指示

（以下「指示」という。）

務に関し必要な措置をとるべき指示

（以下「指示」という。）

４ 法第２３条第１項又は第２５条第２項第２

号の規定による営業の停止命令（以下

「営業停止命令」という。）

営 業 停 止 命 令 書

（様式第６号）

４ 法第２３条第１項又は第２５条第２項第２

号の規定による営業の停止命令（以下

「営業停止命令」という。）

営 業 停 止 命 令 書

（様式第５号）

５ 法第２４条第１項又は第２５条第２項第３

号の規定による営業の廃止命令（以下

「営業廃止命令」という。）

営 業 廃 止 命 令 書

（様式第７号）

５ 法第２４条第１項又は第２５条第２項第３

号の規定による営業の廃止命令（以下

「営業廃止命令」という。）

営 業 廃 止 命 令 書

（様式第６号）

第５条 法第２１条第３項の証票は、身分証明書（様式第８号）のと

おりとする。

様式第２号 省略

様式第３号 省略

様式第４号 省略

様式第５号 省略

様式第６号 省略

様式第７号 省略

様式第８号 省略

第５条 法第２１条第３項の証票は、身分証明書（様式第７号）のと

おりとする。

様式第１号 省略

様式第２号 省略

様式第３号 省略

様式第４号 省略

様式第５号 省略

様式第６号 省略

様式第７号 省略
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様式第１号（第２条関係）
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公営企業告示

（愛媛県確認事務の委託の手続等に関する規則の一部改正）

第３条 愛媛県確認事務の委託の手続等に関する規則（平成１７年愛媛県公安委員会規則第６号）の一部を次のように改正する。

様式第１号中
「□ 戸籍謄本又は抄本

を「□ 住民票の写し」に改める。
□ 登記事項証明書 」

様式第３号及び様式第９号中「成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの」を「破産手続開始の決定を受けて復権

を得ない者」に、「覚せい剤」を「覚醒剤」に改める。

様式第１３号中
「□ 戸籍謄本又は抄本

を「□ 住民票の写し」に改める。
□ 登記事項証明書 」

様式第１４号中「成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの」を「破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者」に、

「覚せい剤」を「覚醒剤」に改める。

附 則

この規則は、令和元年１２月１４日から施行する。

�愛媛県公営企業告示第９号
次のとおり落札者を決定した。

令和元年１２月１３日

愛媛県公営企業管理者 兵 頭 昭 洋

落札に係る物品等の名称及び数量
契約に関する事務
を担当する機関の
名称及び所在地

落札者を決定した日 落札者の氏名及び住所 落札金額 契約の相手方を
決定した手続 入 札 公 告 日

公営企業管理局ＬＡＮ端末等一式
（月額賃借料／公営企業管理局）

愛媛県公営企業管
理局総務課
愛媛県松山市一番
町四丁目４番地２

令和元年１１月２８日

ＮＥＣキャピタルソリ
ューション株式会社四
国支店
香川県高松市中野町２９
番２号

４，５２３，２００円 一般競争入札 令和元年１０月１８日

令和元年１２月１３日 発行
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